
大 中 小 大 中 大 中

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

(2) 救急医療の提供 6 6

7 7
8 8

(4) 健診体制の充実 9 9

10 10
11 11

12 12
13 13
14 14
15 15
16 16

(7) 高齢者に配慮した医療の充実 17 17

18 18

(ｱ）患者待ち時間の短縮 19 (ｱ）患者待ち時間の短縮 19
(ｲ）患者満足度調査の実施 20 (ｲ）患者満足度調査の実施 20
(ｳ）接遇に関する研修の実施 21 (ｳ）接遇に関する研修の実施 21
(ｴ）院内環境の整備 22 (ｴ）院内環境の整備 22
(ｵ）病院ホームページの充実 23 (ｵ）病院ホームページの充実 23
(ｶ）院内行事の実施 24 (ｶ）院内行事の実施 24

25 25
26

27 28
28 29
29 30

(2) 人材育成 30 31

(1) 地域の医療機関等との連携強化 31 32

32 33
33 34
34 35

(3) 市民への保健医療情報の提供・発信 35 36

37 38
38 39
39 40
40 41

41 42
42 43

44
45

44 47

45 48

46 49

47 50

48 51

49 52

(10)病床機能の検討

３　積立金の処分に関する計画

(1) 移行前地方債償還債務
(2) 長期借入金償還債務

１　施設および設備に関する計画
２　中期目標の期間を超える債務負担

第11　その他市の規則で定める業務運営に関する事項 第９　その他市の規則で定める業務運営に関する事項
１　施設および設備に関する計画

３　移行前の退職給付引当金に関する事項

２　新たな人事制度の構築と就労環境の整備
(1) 新たな人事制度の構築

イ　院内保育所を設置・運営し、職員の育児を支援しま
す。

(1) 新たな人事制度の構築
(2) 就労環境の整備

３　移行前の退職給付引当金に関する事項

２　新たな人事制度の構築と就労環境の整備

ウ　専門医等の育成
(3) 市民への保健医療情報の提供・発信

２　外部評価
３　効率的な診療体制の構築
４　経費の節減

第３　業務運営の改善および効率化に関する目標を達
成するためとるべき措置

１　経営企画・分析力の向上

(1) 地域の医療機関等との連携強化
(2) 教育研修の推進

ア　研修医の育成
イ　実習生の受入れ

(9) 病院改築等に関する調査、検討

３　人材の確保と育成

(2) 就労環境の整備
ア　多様な勤務形態について検討し、職員に
とって働きやすく、働きがいのある就労環境の
整備に向けての取組を推進します。

イ　院内保育所を設置・運営し、職員の育児を
支援します。
ウ　職員の健康保持のため、メンタルヘルスを
含む健康相談体制を整備します。

４　地域医療への貢献

５　医業収入の確保

(1) 医療職の人材の確保
ア　医師
イ　看護師
ウ  医療技術者

(2) 人材育成

(8) 患者の視点に立った医療の実施
ア　患者や家族の権利の尊重
イ　患者サービスの向上

ウ　産科医療の充実
エ　遺伝カウンセリング外来の運営
オ　病児保育施設の設置・運営

(7) 高齢者に配慮した医療の充実

オ  精神疾患への対応
(2) 救急医療の提供
(3) 採算性が低い医療の提供

ア　結核医療

ア　がんへの対応
イ　脳卒中への対応
ウ　急性心筋梗塞への対応
エ　糖尿病への対応

１　法令・行動規範の遵守

４　地域医療への貢献

(3) 採算性が低い医療の提供

ア　女性に優しい病院づくり

第５　その他業務運営に関する重要事項

第３　業務運営の改善および効率化に関する事項

１　経営企画・分析力の向上
２　外部評価
３　効率的な診療体制の構築
４　経費の節減

イ　小児医療体制の充実

(1) 高度・専門医療の提供

第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

１　良質で安全な医療の提供

３　人材の確保と育成

イ  精神医療
(4) 健診体制の充実
(5) 医療安全対策等の強化

ア　医療安全対策の強化
イ　院内感染防止対策の強化

(6) 女性と子どもに優しい病院づくり

１　良質で安全な医療の提供

27年度計画
小

第１　市民に対して提供するサービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

１　良質で安全な医療の提供

中期目標 中期計画 項目
No.

第１　本計画の期間

２　新たな人事制度の構築

小

(8) 患者の視点に立った医療の実施

(6) 女性と子どもに優しい病院づくり

(1) 医療職の人材の確保

(2) 教育研修の推進

(1) 高度・専門医療の提供(1) 高度な医療の提供

(5) 医療安全対策等の強化

第２　市民に対して提供するサービスその他の業務
の質の向上に関する事項

(4) 健診体制の充実

ア　がんへの対応
イ　脳卒中への対応
ウ　急性心筋梗塞への対応
エ　糖尿病への対応
オ  精神疾患への対応

ウ　産科医療の充実

ア　女性に優しい病院づくり

エ　遺伝カウンセリング外来の運営
オ　病児保育施設の運営

(2) 救急医療の提供
(3) 採算性が低い医療の提供

ア　結核医療
イ  精神医療

(6) 女性と子どもに優しい病院づくり

(5) 医療安全対策等の強化
ア　医療安全対策の強化
イ　院内感染防止対策の強化

イ　小児医療体制の充実

(7) 高齢者に配慮した医療の充実
(8) 患者の視点に立った医療の実施

ア　患者や家族の権利の尊重
イ　患者サービスの向上

(9) 病院改築等に関する調査、検討

３　人材の確保と育成
(1) 医療職の人材の確保

ア　医師
イ　看護師
ウ  医療技術者

(2) 人材育成

(1) 診療報酬請求事務の体制強化

第４　短期借入金の限度額

(2) 未収金対策の強化

(1) 地域の医療機関等との連携強化
(2) 教育研修の推進

ア　研修医の育成
イ　実習生の受入れ
ウ　専門医等の育成

(3) 市民への保健医療情報の提供・発信

評価項目一覧表

(3) ７：１入院基本料の堅持

５　医業収入の確保

(4) 医業外収入の確保

２　医療に関する調査および研究

５　災害時の体制強化

46

27

第４　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画および
資金計画

第３　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画および
資金計画

36

第５　短期借入金の限度額
第６　出資等に係る不要財産等の処分に関する計画
第７　その他の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画

第８　剰余金の使途
第９　料金に関する事項

(1) 診療報酬請求事務の体制強化
(2) 未収金対策の強化

５　収入の確保

４　地域医療への貢献

第８　その他業務運営に関する重要事項
１　法令・行動規範の遵守

第10　その他業務運営に関する重要事項
１　法令・行動規範の遵守

２　外部評価
３　効率的な診療体制の構築
４　経費の節減

37

２　医療に関する調査および研究

ウ　職員の健康保持のため、産業医等によるメンタルヘ
ルスを含む健康相談体制を維持するほか、衛生委員会
を毎月開催します。

第２　業務運営の改善および効率化に関する目標を達
成するためとるべき措置

１　経営企画・分析力の向上

ア　短時間勤務正職員や夜勤専門看護師の制度につい
て検討するとともに、看護師の多様な勤務シフトについて
試行します。
　また、育児休業、介護休業などの福利厚生制度につい
ての周知を図るため、説明会等を実施するほか、必要な
情報をいつでも閲覧できるようホームページに職員専用
サイトを設けます。

第５　出資等に係る不要財産等の処分に関する計画
第６　その他の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画

第７　剰余金の使途

中期目標期間評価 年度計画評価
項目
No.

26

43

第１　中期目標の期間

５　災害時の体制強化

第４　財務内容の改善に関する事項

２　医療に関する調査および研究

５　災害時の体制強化

参考１

年度計画評価
大項目 小項目数 大項目 小項目数

１　良質で安全な医療の提供 25 １　良質で安全な医療の提供 26
２　医療に関する調査および研究 1 ２　医療に関する調査および研究 1
３　人材の確保と育成 4 ３　人材の確保と育成 4
４　地域医療への貢献 5 ４　地域医療への貢献 5
５　災害時の体制強化 1 ５　災害時の体制強化 1
６　業務運営の改善および効率化に関する事項 6 ６　業務運営の改善および効率化に関する事項 8
７　財務内容の改善に関する事項 1 ７　財務内容の改善に関する事項 1
８　その他業務運営に関する重要事項 6 ８　その他業務運営に関する重要事項 6

計 49 計 52

中期目標期間評価


